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●
は
じ
め
に

　
タ
イ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
関
係
は
、
二

〇
〇
八
年
七
月
の
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア

寺
院
世
界
遺
産
登
録
に
端
を
発
し
た
周

辺
の
国
境
画
定
問
題
に
よ
る
対
立
か
ら

急
速
に
悪
化
し
た
。
こ
の
三
年
間
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
政
府
は
タ
イ
に
対
し
挑
発
的
な

言
動
を
繰
り
返
し
、
タ
イ
反
タ
ク
シ
ン

派
市
民
を
中
心
と
し
た
過
激
な
行
動
が

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
間
、
何
度

と
な
く
小
規
模
の
銃
撃
戦
が
繰
り
返
さ

れ
て
き
た
が
、
二
〇
一
一
年
二
月
四
〜
七

日
に
は
四
日
間
に
渡
っ
て
銃
撃
戦
が
続

き
、
民
間
人
を
含
む
死
傷
者
が
出
た
。

本
報
告
で
は
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
側
か
ら
の

視
点
を
中
心
と
し
て
、
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ

ア
寺
院
問
題
が
顕
在
化
し
た
二
〇
〇
八

年
七
月
か
ら
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
よ
る
仲
介

が
試
み
ら
れ
た
二
〇
一
一
年
四
月
初
旬
ま

で
の
両
国
の
動
向
を
ま
と
め
る
。
今
後

の
行
方
を
検
討
す
る
。

●
タ
イ
と
の
近
年
の
対
立

　
タ
イ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
国
境
に
位

置
す
る
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
周
辺

の
領
有
権
を
め
ぐ
っ
て
対
立
を
深
め
て

い
る
。
こ
の
地
域
の
国
境
問
題
は
一
九
六

二
年
の
国
際
司
法
裁
判
所
（
Ｉ
Ｃ
Ｊ
）

に
よ
り
寺
院
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
領
有
と

判
断
さ
れ
た
が
、
周
辺
地
域
の
国
境
は

未
画
定
の
状
態
が
続
い
て
い
た
。
こ
の
問

題
が
世
界
遺
産
の
登
録
を
契
機
と
し
て

再
度
注
目
さ
れ
る
に
い
た
り
、
五
〇
年

近
く
封
印
さ
れ
て
き
た
対
立
が
再
燃
し

た
（
歴
史
的
な
見
解
の
相
違
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
参
考
文
献
①
、
②
を
参
照

さ
れ
た
い
）。

　
二
〇
〇
八
年
七
月
七
日
、
寺
院
が
世

界
遺
産
と
し
て
登
録
さ
れ
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
は
こ
れ
を
国
を
挙
げ
て
祝
い
、
タ
イ
は

こ
れ
に
大
き
く
反
発
し
た
。
国
境
地
域

は
緊
張
に
包
ま
れ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は

七
月
末
の
総
選
挙
に
向
け
て
フ
ン
・
セ
ン

首
相
の
も
と
に
、「
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア

寺
院
お
よ
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
領
土
を
守

る
た
め
に
ひ
と
つ
に
ま
と
ま
る
カ
ン
ボ
ジ

ア
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
全
面
に
押
し
出
す

こ
と
で
、国
内
的
な
ア
ピ
ー
ル
に
成
功
し
、

与
党
人
民
党
が
大
勝
し
た
。
一
方
、
タ
イ

で
は
、
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
周
辺
の

反タクシン派
PAD（民主主義人民
連合）
TPN（タイ愛国者
ネットワーク）など

タクシン派
UDD（反独裁民主
主義統一戦線）など

野党
サムラン
シー党等

黄

赤

カンボジア側

アピシット首相

タイ側

民
主
党
等

タ
イ
貢
献
党
等

タクシン氏（国外逃亡中）

フン・セン首相
友
好
的
関
係

人民党

図1　 タイ国内勢力とカンボジアとの関係

（出所）筆者作成。
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国
境
問
題
が
、
二
〇
〇
六
年
以
来
続
く

国
内
の
政
治
対
立
の
争
点
と
し
て
、
に

わ
か
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
図

1
）。
具
体
的
に
は
、
反
タ
ク
シ
ン
派
市

民
が
タ
ク
シ
ン
派
政
権
に
対
し
て
、
政

府
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
に
よ
る
世
界
遺

産
申
請
を
容
認
し
た
と
き
、
そ
の
見
返

り
に
何
か
の
利
権
を
受
け
取
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
の
疑
い
か
ら
、「
売
国
的
で
あ

る
」
と
し
て
非
難
し
た
。
タ
ク
シ
ン
派
の

流
れ
を
汲
む
サ
マ
ッ
ク
政
権
（
二
〇
〇

八
年
一
月
〜
九
月
）、
ソ
ム
チ
ャ
イ
政
権

（
二
〇
〇
八
年
九
月
〜
一
二
月
）
は
、
彼

ら
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
い
か
な
る
交
渉
・
合

意
を
し
よ
う
と
、
反
タ
ク
シ
ン
派
市
民

か
ら
の
大
き
な
反
発
を
受
け
た
。
さ
ら

に
、
反
タ
ク
シ
ン
派
の
立
場
を
と
る
ア
ピ

シ
ッ
ト
政
権
（
二
〇
〇
八
年
一
二
月
〜
）

で
す
ら
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
と
友
好
的
な
状

況
に
な
ろ
う
と
す
る
と
、
同
じ
反
タ
ク

シ
ン
派
の
市
民
団
体
か
ら
の
圧
力
を
受

け
る
状
態
が
続
い
た
。
こ
の
た
め
、
両
国

の
対
立
状
態
は
、
三
年
目
に
入
っ
て
も
具

体
的
な
解
決
に
向
け
た
歩
み
寄
り
が
で

き
ず
に
、
数
カ
月
お
き
の
銃
撃
戦
を
繰

り
返
す
こ
と
と
な
っ
た
。

● 

カ
ン
ボ
ジ
ア
に
と
っ
て
の
国
境

問
題

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
タ
イ
、
ベ
ト
ナ
ム
、

ラ
オ
ス
の
三
カ
国
と
陸
上
国
境
を
接
し

て
い
る
。ラ
オ
ス
と
の
国
境
に
お
い
て
は
、

大
き
な
対
立
は
生
じ

て
い
な
い
。
ベ
ト
ナ
ム

と
は
、
一
〇
〇
〇
キ
ロ

近
い
国
境
線
を
め
ぐ
っ

て
、
長
年
激
し
い
対

立
を
繰
り
返
し
て
き

た
（
参
考
文
献
③
）。

現
在
も
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

の
人
民
党
政
権
は
親

ベ
ト
ナ
ム
で
あ
る
と
い

わ
れ
、
野
党
は
「
ベ
ト

ナ
ム
国
境
の
画
定
方

法
が
ベ
ト
ナ
ム
有
利

に
行
わ
れ
て
い
る
」
と

批
判
を
繰
り
返
し
て

い
る
。こ
の
対
立
か
ら
、

野
党
党
首
の
サ
ム
・

ラ
ン
シ
ー
が
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
に
ス

ヴ
ァ
ー
イ
リ
ア
ン
州
の
国
境
杭
を
引
き

抜
く
事
件
に
ま
で
発
展
し
、
サ
ム
・
ラ

ン
シ
ー
は
同
年
末
以
降
事
実
上
の
亡
命

生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
問
題
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
国
内
で

の
対
立
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ベ
ト
ナ
ム
と

の
政
府
間
関
係
は
非
常
に
良
好
で
、粛
々

と
国
境
画
定
の
作
業
が
進
め
ら
れ
、
国

境
杭
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
問
題
が
過
熱
化
し
て
い
る
タ
イ

と
も
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
長
く
国
境
を
接
し

て
お
り
、
互
い
に
複
雑
な
国
民
感
情
も

存
在
す
る
。
今
回
の
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア

寺
院
周
辺
の
国
境
問
題
に
つ
い
て
は
、

与
野
党
関
係
な
く
、
タ
イ
の
主
張
に
国

を
挙
げ
て
反
発
を
し
て
い
る
。
ベ
ト
ナ
ム

国
境
を
め
ぐ
っ
て
激
し
く
与
党
と
対
立

す
る
サ
ム
・
ラ
ン
シ
ー
党
で
す
ら
、
本
件

に
関
し
て
は
タ
イ
の
主
張
に
反
対
の
立

場
を
と
る
。

　
タ
イ
と
の
国
境
交
渉
は
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
和
平
後
、
一
九
九
五
年
に
開
始
さ
れ
、

一
九
九
九
年
頃
か
ら
活
発
な
議
論
が
行

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
〇
年
六

月
、
タ
イ
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
国
境
画
定

に
関
す
る
覚
書
に
署
名
し
た
。
覚
書
で

は
一
九
〇
四
〜
一
九
〇
七
年
の
国
境
条
約

や
合
意
な
ど
を
参
照
し
な
が
ら
国
境
画

定
作
業
を
行
っ
て
い
く
旨
が
合
意
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
後
、
両
国
は
国
境
画
定

に
つ
い
て
は
合
同
国
境
委
員
会
（
Ｊ
Ｂ

Ｃ
）、
安
全
保
障
上
の
問
題
、
越
境
的
犯

罪
な
ど
の
問
題
に
つ
い
て
は
総
合
国
境

委
員
会
（
Ｇ
Ｂ
Ｃ
）
を
実
施
し
、
国
境

管
理
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
の
話

し
合
い
を
重
ね
て
き
た
。
交
渉
は
、
二
〇

〇
八
年
七
月
の
衝
突
以
降
も
継
続
さ
れ

て
き
た
が
、
具
体
的
な
解
決
に
結
び
つ

か
な
い
ま
ま
、時
が
重
ね
ら
れ
て
い
っ
た
。

●
挑
発
の
応
酬
と
雪
解
け
、

　
そ
し
て
再
度
対
立
へ

　
両
国
間
に
お
い
て
は
、
二
〇
〇
八
年
一

〇
月
に
最
初
の
銃
撃
戦
が
お
き
、
二
〇

〇
九
年
四
月
に
は
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺

院
脇
の
市
場
が
焼
失
す
る
ほ
ど
の
衝
突

が
起
き
た
。
衝
突
の
た
び
に
、
両
国
政

府
は
事
態
の
収
拾
に
つ
と
め
、
拡
大
さ

せ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
が
、
根
本

的
な
解
決
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
合
意
に

は
い
た
ら
ず
に
き
た
。そ
の
よ
う
な
な
か
、

二
〇
〇
六
年
に
ク
ー
デ
タ
で
国
を
追
わ

れ
た
タ
ク
シ
ン
元
タ
イ
首
相
が
、
二
〇
〇

九
年
一
一
月
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
の
経
済

顧
問
に
な
り
、
一
一
月
、
一
二
月
に
立
て

続
け
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
訪
問
し
た
。
す
で

に
タ
イ
国
内
で
有
罪
判
決
を
受
け
犯
罪

者
と
さ
れ
て
い
た
タ
ク
シ
ン
氏
に
つ
い

て
、
タ
イ
政
府
は
身
柄
の
引
渡
し
を
求

め
た
が
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
そ
れ
を

拒
否
し
た
。
そ
の
た
め
、
両
国
大
使
が

そ
れ
ぞ
れ
召
還
さ
れ
る
事
態
に
陥
っ
た
。

　
そ
の
後
、
タ
ク
シ
ン
氏
の
三
度
目
の
カ

ン
ボ
ジ
ア
訪
問
（
二
〇
一
〇
年
一
月
二
〇

〜
二
一
日
）
や
、
フ
ン
・
セ
ン
首
相
夫
妻

表1　カンボジア・タイ国境問題略史
出来事

1904～1907年 タイ・フランス間でカンボジア国境に関する条約・協定締結。
1950年代 タイ軍がプレア・ヴィヒア寺院周辺に駐留するようになる。
1953年11月 カンボジア独立。
1959年10月 カンボジア、プレア・ヴィヒア問題についてICJに提訴。
1962年6月 ICJ判決。タイは寺院の所有権を留保しつつも、兵力は撤退する。
1991年10月 パリ和平協定。寺院周辺の観光は1992年再開されるが、その

後寺院周辺地域がポル・ポト派の支配下に入り立ち入り不能に。
1995年5月 タイ・カンボジアの国境交渉開始。
1998年8月 プレア・ヴィヒア寺院への観光客受け入れ再開。
2000年6月 国境についての覚書締結。
2003年1月 カンボジアにて、タイ大使館焼き討ち事件。
2008年5月 タイ政府はカンボジア政府の世界遺産申請を支持することに

合意。共同宣言発表。
2008年7月7日 プレア・ヴィヒア寺院の世界遺産登録、承認される。
2008年10月 武力衝突。
2009年4月 武力衝突。市場焼失。
2009年11月 タクシン元タイ首相、カンボジア政府経済顧問に就任。
2010年8月 タクシン氏、顧問辞任。
2010年12月 タイ国会議員・活動家ら7人、カンボジア不法入国事件。
2011年1月 国境付近の石碑や仏教寺院をめぐって両国間政府の対立。
2011年2月4～7日 武力衝突。
2011年2月14日 国連安保理での会合。両国の外相も出席。
2011年2月22日 ASEAN緊急外相会談実施。停戦監視団派遣の決定。
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の
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
訪
問
（
二
〇

一
〇
年
二
月
六
日
）
な
ど
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

は
続
け
ざ
ま
に
タ
イ
を
挑
発
し
た
。
こ

れ
に
対
し
て
、
タ
イ
も
カ
オ
・
プ
ラ
ウ
ィ

ハ
ー
ン
（
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
の
タ

イ
で
の
呼
称
）
を
守
ろ
う
と
、
反
タ
ク

シ
ン
派
の
市
民
や
メ
デ
イ
ア
を
中
心
と

し
て
、
バ
ン
コ
ク
や
国
境
地
域
で
デ
モ
を

行
う
な
ど
の
働
き
か
け
が
行
わ
れ
た
。

タ
イ
の
反
タ
ク
シ
ン
派
の
多
く
が
「
タ

ク
シ
ン
派
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
内
に
潜
伏

し
て
い
る
に
違
い
な
い
」
と
強
い
疑
念
を

持
っ
て
い
た
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン

ボ
ジ
ア
へ
の
反
発
の
背
後
に
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
な
お
、
二
〇
一
〇
年
七
月
に

は
バ
ン
コ
ク
で
の
爆
弾
事
件
の
犯
人
で
あ

る
タ
ク
シ
ン
派
の
男
女
二
人
が
、
シ
ア
ム

リ
ア
プ
に
潜
伏
中
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
、
カ

ン
ボ
ジ
ア
当
局
に
よ
り
逮
捕
さ
れ
、
タ

イ
に
送
還
さ
れ
た
。
た
だ
し
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
政
府
は
彼
ら
以
外
の
タ
ク
シ
ン
派

の
潜
伏
は
否
定
し
た
。

　
タ
ク
シ
ン
氏
は
、「
多
忙
」
を
理
由
と

し
て
、
二
〇
一
〇
年
八
月
二
三
日
に
カ
ン

ボ
ジ
ア
政
府
経
済
顧
問
の
職
を
突
如
辞

任
し
、
そ
れ
を
受
け
て
、
両
国
大
使
は

そ
れ
ぞ
れ
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ
イ
に
戻
っ
た
。

米
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
サ
ミ
ッ
ト（
九
月
二
四
日
）

で
久
し
ぶ
り
に
ア
ピ
シ
ッ
ト
首
相
と
フ

ン
・
セ
ン
首
相
の
会
談
の
場
が
も
た
れ
る

と
、
衝
突
回
避
へ
の
合
意
が
な
さ
れ
、
そ

の
後
は
国
際
会
議
の
場
な
ど
で
会
談
す

る
機
会
も
頻
繁
に
持
た
れ
る
よ
う
に
な

り
、
両
国
関
係
は
正
常
化
へ
の
道
を
た

ど
っ
た
か
に
見
え
た
。

　
し
か
し
、
関
係
改
善
へ
の
試
み
は
、
ス

ム
ー
ズ
に
は
進
ま
な
か
っ
た
。
タ
イ
国
内

で
の
反
タ
ク
シ
ン
派
が
、
ア
ピ
シ
ッ
ト
政

権
の
弱
腰
姿
勢
に
反
発
し
、
デ
モ
が
過

激
化
し
た
た
め
で
あ
る
。
タ
イ
で
は
、
国

境
に
関
す
る
条
約
・
国
際
的
な
合
意
が

国
会
の
審
議
事
項
と
さ
れ
て
お
り
、
一
〇

月
末
、
国
会
は
二
〇
〇
八
〜
二
〇
〇
九

年
に
Ｊ
Ｂ
Ｃ
で
合
意
さ
れ
た
三
つ
の
文

書
を
批
准
す
る
た
め
の
手
続
の
途
上
に

あ
っ
た
が
、
デ
モ
の
圧
力
か
ら
議
論
を

見
合
わ
さ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
こ
れ

以
降
再
び
、
両
国
関
係
は
緊
張
に
包
ま

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　
二
〇
一
〇
年
一
二
月
二
九
日
、
タ
イ
与

党
の
国
会
議
員
で
あ
る
パ
ニ
ッ
ト
・
ウ
ィ

キ
ッ
ト
セ
ー
ト
、
反
タ
ク
シ
ン
派
の
な
か

で
も
よ
り
急
進
的
な
立
場
を
と
る
タ
イ

愛
国
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
（
Ｔ
Ｐ
Ｎ
）
の
活
動

家
ウ
ィ
ー
ラ
・
ソ
ム
ク
ワ
ー
ム
キ
ッ
ト
を

含
む
七
人
（
う
ち
女
性
二
人
）
が
、
ボ

ン
テ
ィ
ア
イ
ミ
ア
ン
チ
ェ
イ
州
国
境
か
ら

一
キ
ロ
地
点
ま
で
不
法
入
国
し
て
い
る
と

こ
ろ
を
逮
捕
さ
れ
、
プ
ノ
ン
ペ
ン
に
移
送

さ
れ
た
。
プ
ノ
ン
ペ
ン
裁
判
所
は
、
彼

ら
を
不
法
入
国
お
よ
び
無
許
可
で
軍
事

地
域
に
侵
入
し
た
罪
で
起
訴
し
た
。
ま

た
、
ウ
ィ
ー
ラ
と
そ
の
秘
書
で
あ
る
ラ
ー

ト
リ
ー
・
ピ
パ
ッ
タ
ナ
ー
パ
イ
ブ
ー
ン
に

つ
い
て
は
、
ス
パ
イ
罪
で
も
起
訴
し
た
。

彼
ら
を
除
く
五
人
は
、
一
月
一
三
日
ま
で

に
保
釈
さ
れ
、
二
一
日
に
そ
れ
ぞ
れ
罰
金

一
〇
〇
万
リ
エ
ル
（
約
二
五
〇
ド
ル
）
の

有
罪
判
決
が
出
さ
れ
た
。
彼
ら
は
二
二

日
に
タ
イ
に
帰
国
し
た
。
し
か
し
、
ス
パ

イ
罪
で
起
訴
さ
れ
た
二
人
に
つ
い
て
は
、

二
月
一
日
に
ウ
ィ
ー
ラ
は
禁
固
八
年
お
よ

び
罰
金
四
五
〇
ド
ル
、
ラ
ー
ト
リ
ー
は

禁
固
六
年
と
罰
金
三
〇
〇
ド
ル
の
有
罪

判
決
が
出
さ
れ
、
プ
レ
イ
・
サ
ー
刑
務

所
に
拘
留
さ
れ
た
。
タ
イ
政
府
は
、
七

人
の
行
為
が
明
ら
か
に
違
法
で
あ
っ
た

こ
と
か
ら
、
当
初
は
「
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
司

法
シ
ス
テ
ム
を
尊
重
す
る
」
と
の
立
場

を
と
っ
て
き
た
が
、
有
罪
判
決
に
対
し
て

は
恩
赦
の
可
能
性
を
探
っ
た
。
し
か
し
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、
ウ
ィ
ー
ラ
お
よ
び

ラ
ー
ト
リ
ー
に
対
す
る
厳
し
い
姿
勢
を

崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　
最
初
の
五
人
の
判
決
が
出
た
直
後
、

タ
イ
政
府
は
、
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺

院
付
近
に
カ
ン
ボ
ジ
ア
軍
が
設
置
し
た

石
碑
を
撤
去
す
る
よ
う
に
申
し
入
れ
た
。

そ
の
石
碑
に
は
、「
こ
こ
は
二
〇
〇
八
年

七
月
一
五
日
に
タ
イ
軍
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
領

に
侵
入
し
、
二
〇
一
〇
年
一
二
月
一
日
一
〇

時
三
〇
分
に
撤
退
し
た
場
所
で
あ
る
」

と
書
か
れ
て
い
た
。
石
碑
は
す
ぐ
に
撤

去
さ
れ
た
も
の
の
、つ
ぎ
に
タ
イ
政
府
は
、

プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
近
く
に
あ
る

ケ
オ
・
シ
ッ
カ
・
キ
リ
ス
ヴ
ァ
寺
院
の
取

り
壊
し
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
国
旗
の
撤
去
を

要
求
し
た
。
寺
院
は
、
一
九
九
八
年
に
建

立
さ
れ
た
仏
教
寺
院
で
、
係
争
区
域
内

に
位
置
し
て
い
る（
地
図
2
）。
ア
ピ
シ
ッ

ト
首
相
は
、
掲
げ
ら
れ
た
カ
ン
ボ
ジ
ア

国
旗
を
降
ろ
す
よ
う
に
と
再
三
繰
り
返

し
た
が
、
フ
ン
・
セ
ン
首
相
は
こ
れ
を
拒

否
し
続
け
た
。

　
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ
ヒ
ア
寺
院
周
辺
地
域

の
こ
の
よ
う
な
懸
案
事
項
と
ウ
ィ
ー
ラ

事
件
と
が
重
な
る
な
か
、
二
月
初
旬
か

ら
タ
イ
軍
お
よ
び
カ
ン
ボ
ジ
ア
軍
は
、

国
境
地
域
の
兵
力
を
急
速
に
増
強
し
始

め
た
。
状
況
の
悪
化
を
食
い
止
め
る
べ

く
、
タ
イ
の
ス
テ
ー
プ
副
首
相
や
カ
シ
ッ

ト
外
相
が
相
次
い
で
カ
ン
ボ
ジ
ア
を
訪

問
し
、
国
境
問
題
等
に
つ
い
て
話
し
合
っ

た
が
、
二
月
四
日
か
ら
四
日
間
に
お
よ
ぶ

銃
撃
戦
が
起
き
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
訪
問

中
で
あ
っ
た
カ
シ
ッ
ト
外
相
は
、四
日
夜
、

プ
ノ
ン
ペ
ン
国
際
空
港
に
て
「
な
ぜ
タ

イ
軍
が
カ
ン
ボ
ジ
ア
領
に
入
っ
た
の
か
わ

か
ら
な
い
」
と
発
言
し
て
お
り
、
タ
イ

内
に
お
い
て
政
府
と
国
軍
と
の
意
思
疎

通
が
ど
こ
ま
で
で
き
て
い
た
の
か
が
疑
問

視
さ
れ
た
。
な
お
、
両
国
と
も
「
相
手

が
先
に
手
を
出
し
た
」
と
主
張
し
、
さ

ら
に
は
、
民
間
人
攻
撃
に
つ
い
て
も
互
い

に
非
難
を
応
酬
し
た
。
ま
た
、
カ
ン
ボ

ジ
ア
は
「
タ
イ
軍
が
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾

を
使
用
し
た
」
と
も
主
張
し
て
い
る
。

● 

国
際
社
会
の
介
入
か
、
二
国
間

交
渉
か

　
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
対
立
初
期
か
ら
国
際

社
会
の
介
入
、
特
に
国
連
や
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
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Ｎ
の
介
入
を
求
め
て
き
た
。
し
か
し
、
タ

イ
は
二
国
間
で
解
決
す
べ
き
問
題
で
あ

る
と
し
て
、
他
国
の
介
入
を
拒
ん
だ
。

カ
ン
ボ
ジ
ア
が
多
国
間
枠
組
み
に
執
着

し
た
の
は
、
二
国
間
交
渉
が
何
の
解
決

も
も
た
ら
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
加
え
、「
国

際
社
会
は
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
主
張
を
認
め

て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
」
と
考
え
た
た

め
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
の
Ｉ
Ｃ
Ｊ
判
決

は
、
独
立
し
て
間
も
な
か
っ
た
カ
ン
ボ
ジ

ア
に
と
っ
て
、
国
際
社
会
に
認
知
さ
れ
た

錦
の
御
旗
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
ま

た
、
寺
院
は
国
連
の
一
機
関
で
あ
る
ユ
ネ

ス
コ
に
よ
っ
て
カ
ン
ボ
ジ
ア
の
世
界
遺
産

と
し
て
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
自

ら
の
主
張
の
国
際
的
正
当
性
が
認
め
ら

れ
る
べ
き
と
捕
ら
え
て
い
た
。
し
か
し
、

タ
イ
の
反
発
も
あ
り
国
際
社
会
の
介
入

は
な
か
な
か
実
現
し
な
か
っ
た
。

　
二
月
四
日
か
ら
の
武
力
衝
突
を
受
け

て
、
フ
ン
・
セ
ン
首
相
は
国
連
安
保
理
に

事
態
を
収
め
る
た
め
の
協
力
を
求
め
て
、

書
簡
を
送
付
し
た
。
安
保
理
は
、
二
月
一

四
日
に
両
国
の
外
相
を
招
い
て
会
合
を

行
っ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
国
連
に
よ
る
監

視
団
の
派
遣
等
を
望
ん
だ
が
、
国
連
は

Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
よ
る
仲
裁
を
提
案
し
た
。

そ
れ
を
受
け
て
、
二
月
二
二
日
に
ジ
ャ
カ

ル
タ
で
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
緊
急
外
相
会
談
が

開
催
さ
れ
た
。
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
停
戦

監
視
団
の
み
で
は
な
く
、
包
括
的
な
問

題
解
決
に
向
け
た
国
境
交
渉
に
も
第
三

者
が
か
か
わ
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
。
し

か
し
、
タ
イ
の
反
対
に
よ
り
、
停
戦
監

視
団
は
受
け
入
れ
ら
れ
た
が
、
国
境
交

渉
に
つ
い
て
は
二
国
間
交
渉
に
ま
か
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
。
た
だ
し
、
そ
の
交
渉

の
た
め
の
Ｊ
Ｂ
Ｃ
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内

で
開
催
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
あ
る
程

度
の
監
視
下
に
置
か
れ
た
交
渉
と
な
る

こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら
の
合
意
に
つ
い
て
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
政
府
は
、「
我
々
の
勝
利
で

あ
る
」
と
評
価
し
た
。
タ
イ
政
府
に
と
っ

て
も
、
二
国
間
交
渉
が
確
保
さ
れ
た
こ

と
、
国
連
の
付
託
を
受
け
た
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ

の
決
定
に
従
う
と
い
う
大
義
名
分
に
よ

り
、
国
内
の
不
安
定
な
状
況
を
収
め
る

道
筋
が
で
き
た
こ
と
か
ら
、
こ
の
合
意
に

は
一
定
の
評
価
が
な
し
う
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

　
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
と
っ
て
、
停
戦
監
視
団

の
派
遣
や
Ｊ
Ｂ
Ｃ
の
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
内

で
の
実
施
と
い
っ
た
決
定
は
、
こ
れ
ま
で

の
内
政
不
干
渉
の
原
則
か
ら
す
る
と
、

踏
み
込
ん
だ
内
容
で
あ
っ
た
。
議
長
国

を
担
う
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
マ
ル
テ
ィ
外
相

は
、
従
来
か
ら
「
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
は
よ
り
積

極
的
に
地
域
的
な
課
題
や
国
際
的
な
課

題
に
貢
献
し
て
い
く
べ
き
」
と
い
う
立
場

を
と
っ
て
き
た
。
今
回
の
調
停
に
お
い
て

も
、
二
月
の
衝
突
後
、
二
月
六
〜
七
日

に
い
ち
早
く
両
国
を
訪
問
し
、
安
保
理

に
も
働
き
か
け
る
な
ど
、
積
極
的
な
動

き
が
目
立
っ
た
。
ベ
ト
ナ
ム
が
議
長
国
で

あ
っ
た
二
〇
一
〇
年
に
も
フ
ン
・
セ
ン
首

相
は
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
に
介
入
を
求
め
続
け

た
が
、
タ
イ
の
反
対
に
よ
り
実
現
し
な

か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
、
今
回
の
決
定

に
お
け
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
役
割
の
大

き
さ
を
計
り
知
る
こ
と
が
で
き
る
。な
お
、

両
国
に
派
遣
予
定
の
停
戦
監
視
団
各
一

五
人
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
国
軍
か
ら
構
成

さ
れ
、こ
れ
は
過
去
に
東
チ
モ
ー
ル
、フ
ィ

リ
ピ
ン
に
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
加
盟
各
国
の
イ
ニ

シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
派
遣
さ
れ
た
停
戦

監
視
団
の
ケ
ー
ス
と
実
質
的
な
点
に
お

い
て
大
き
な
違
い
は
な
い
。
監
視
団
は
、

先
遣
隊
が
二
月
末
に
派
遣
さ
れ
た
も
の

の
、
そ
の
後
は
タ
イ
国
軍
の
反
発
か
ら
、

実
際
の
派
遣
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
そ

の
評
価
は
今
後
の
推
移
を
待
つ
必
要
が

あ
る
。
な
お
、
Ｊ
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
は
、
当

初
の
三
月
末
の
予
定
か
ら
一
度
延
期
さ

れ
、
四
月
七
〜
八
日
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・

ボ
ゴ
ー
ル
に
て
開
催
さ
れ
た
が
、
具
体

的
な
進
捗
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

●
今
後
の
行
方

　
タ
イ
で
は
、
二
〇
一
一
年
中
に
総
選
挙

が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
ア
ピ
シ
ッ
ト
政

権
は
対
カ
ン
ボ
ジ
ア
外
交
で
の
妥
協
が

困
難
な
状
況
に
あ
る
。
二
月
の
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ

Ｎ
の
決
定
に
は
一
旦
合
意
し
た
も
の
の
、

そ
の
実
施
の
た
め
の
国
内
諸
勢
力
の
支

持
を
得
ら
れ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ

る
。
今
後
の
総
選
挙
の
結
果
が
ど
う
な

る
の
か
、
国
内
を
二
分
す
る
勢
力
が
そ

の
結
果
を
ど
う
受
け
入
れ
る
の
か
が
、

カ
ン
ボ
ジ
ア
と
の
関
係
改
善
に
お
い
て

重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
っ
て
く
る
。
対
す

る
カ
ン
ボ
ジ
ア
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
Ａ
Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｎ
の
協

力
を
頼
み
に
し
つ
つ
、
引
き
続
き
タ
イ
の

国
内
情
勢
を
見
き
わ
め
る
状
況
が
続
く

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
は
つ
か
の
　
な
お
み
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究

所
　
東
南
ア
ジ
ア
Ⅱ
研
究
グ
ル
ー
プ
）

《
参
考
文
献
》

① 

今
川
幸
雄
﹇
二
〇
一
〇
﹈「
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ

イ
両
国
関
係
の
回
顧
と
現
状
」『
タ
イ
国
情

報
』、
三
月
号
。

② 

初
鹿
野
直
美
﹇
二
〇
〇
九
﹈「
プ
レ
ア
・
ヴ
ィ

ヒ
ア
寺
院
周
辺
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
・
タ
イ
国
境

紛
争
」『
ア
ジ
研
ワ
ー
ル
ド
・
ト
レ
ン
ド
』、

第
一
六
〇
号
、
一
月
。

③ 

村
野
勉
﹇
一
九
九
三
﹈「
ベ
ト
ナ
ム
・
カ
ン
ボ

ジ
ア
間
の
国
境
問
題
」『
ア
ジ
ア
ト
レ
ン
ド
』、

第
四
巻
（
第
六
四
号
）。

④ Council of M
inisters [2008] "The 

Tem
ple of Preah Vihear," Phnom

 Penh.

⑤  

―
―[2009] "A Challenge to Thailand's 

D
enunciation of U

N
ESCO

 and the 
W
orld H

eritage Com
m
ittee," Phnom

 
Penh.

写真　カンボジアの世界遺産としてのプレ
ア・ヴィヒア寺院を宣伝するために、カン
ボジア政府が作成している小冊子（2011
年3月筆者撮影、参考文献④および⑤）




